
『小規模多機能型居宅介護』重要事項説明書 

 

 長崎市指定 第４２９０１００８２７号 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービス・指定介護予防小規模多

機能型居宅介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上

ご注意いただきたいことを次の通り説明致します。 

 

◇ ◆ 目次 ◇ ◆ 

        １． 事業者 

２． 事業所の概要 

３． 事業実施地域及び営業時間 

４． 職員の配置状況 

５． 当事業所が提供するサービスと利用料金 

６． 苦情の受付について 

７． 運営推進会議の設置 

８． 協力医療機関、バックアップ施設 

９． 非常火災時の対応 

１０． サービス利用にあたっての留意事項 

 

 

１．事業者 

（１）会 社 名   株式会社ハートクリエイト 

（２）会社所在地   長崎市恵美須町４番２号 平野ビル２Ｆ 

（３）電話番号    ０９５－８２２－０１３７ 

（４）代表者氏名   代表取締役 坂井 亮子 

（５）設立年月日   昭和３０年１月３１日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定小規模多機能型居宅介護 

           指定介護予防小規模多機能型居宅介護  

平成２５年４月１日指定  長崎市 第４２９０１００８２７号 

 



（２）事業所の目的  住み慣れた地域で生活するために、介護保険法に従い利用者が自宅で

可能な限り暮らし続けられるような生活の支援を目的として、通い、訪問、宿泊サービスを

柔軟に組み合わせてサービスを提供します。 

（３）事業所の名称   多機能ホーム ハートぽっぽ 平和公園 

（４）事業所の所在地  長崎市岡町７番１６号 

（５）電話番号     ０９５－８４２－８００８ 

（６）管理者氏名    山本 俊司 

（７）運営方針  利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続するこ

とができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえて、通い、訪問、宿泊サービスを柔軟に組み合わせ

ることにより、地域での暮らしを支援します。 

（８）開設年月日    平成２５年４月１日 

（９）登録定員     25名（通いサービス定員１5名、宿泊サービス定員９名） 

（１０）居室等の概要  当事業所では、以下の居室、設備をご用意しています。 

 

宿泊サービスに利用される居室は個室及び個室以外の宿泊室です。 

居室・設備の種類 備 考 

宿 泊 室 8部屋（個室）、1部屋（個室以外の宿泊室） 

いずれも床面積７．４３平方メートル（指定基準）以上 

居間・食堂 ４７．０５平方メートル  

台 所 ８．３６平方メートル 

浴 室 一般浴室（リフト浴装置付） 

消防設備等 
スプリンクラー・自動火災報知設備・火災通報装置 

・誘導灯・消火器 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、小規模多機能型居宅介護事業所に必置が義務付

けられている施設、設備です。 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  江平・山里中学校圏内 

（２）営業日及び営業時間 

営 業 日 年中無休 

通いサービス 月曜日から日曜日（基本時間） ７時３０分から２０時００分 

訪問サービス 月曜日から日曜日（基本時間） ２４時間 

宿泊サービス 月曜日から日曜日（基本時間） ２０時００分から７時３０分 

 

 



４．職員の配置状況 

当事業所では、利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービス・指定介護予防小規模

多機能型居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置（指定基準遵守）

しています。 

職員の職種 配置数 職務内容 

管 理 者 １名 事業内容の調整 

介護支援専門員 １名 サービスの調整・相談業務 

看 護 職 員 1名 健康チェック等の医療業務 

 

 

 

介 護 職 員 

5名以上 

※ 通いサービス利用者３名又はそ

の端数を増すごとに１名以上 

※ 訪問サービス2名 

※ 宿泊サービスは夜勤1名で対応

し宿泊がない場合は夜勤１名も

しくは宿直１名で対応 

 

 

 

日常生活の介護・相談業務 

 

＜主な職種の勤務体制＞ 

職員の職種 勤 務 体 制 

管 理 者 

介護支援専門員 

日早（J）   ８：３０から１７：３０ 

日遅（D）   １1：００から20：００ 

宿 直      ２１：００から８：００ 

看 護 職 員 
日勤（J）   ８：３０から１７：３０ 

宿 直      ２１：００から８：００ 

介 護 職 員 

Ａ     7：00から16：00 

Ｂ     7：30から16：30 

Ｃ     10：00から19：00 

Ｄ     11：00から20：00 

Ｅ     12：00から21：00 

Ｆ     21：00から8：00 

Ｇ     16：00から10：00 

 

 

 

 

 



５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

提供するサービスについては、以下の２つの場合があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

・利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

・利用料金の全額を利用者にご負担いただく場合 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

以下のサービスの利用料については、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示の額とし、 

当該指定小規模多機能型居宅介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料の一 

部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準 

額から事業所に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払 

いを受けるものとします。 

以下のサービスの内容を具体的にどのような頻度、内容で実施するのかについては、利用者 

と協議の上、居宅サービス計画書及び小規模多機能型居宅介護計画に定めます。 

 

＜サービスの概要＞ 

◎通いサービス 

事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を提供

します。 

①食事 

・食事の提供及び食事の介護をします。 

・調理場で利用者が料理することができます。 

・食事サービスの利用は任意です。 

②入浴 

・入浴または清拭を行います。 

・衣類の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介護を行います。 

・入浴サービスの利用は任意です。 

③排泄 

・利用者の状況に応じて適切な介護を行い、排泄の自立についても適切な援助を行います。 

④機能訓練 

・利用者の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能低下を防止するよう努めます。 

⑤健康チェック 

・血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 

 



⑥送迎サービス 

・利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

 

 

◎訪問サービス 

・利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を提供しま

す。 

・訪問サービス実施のための必要な備品等（水道、ガス、電気）は無償で使用させていただ

きます。 

・訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。 

① 医療行為 

② 利用者もしくはその家族等からの金銭または高価な物品の授受 

③ 飲酒及び利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

④ 利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動等 

⑤ その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

◎宿泊サービス 

・事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を提供し

ます。 

 

＜サービス利用料金＞ 

◎ 通い、訪問、宿泊（介護費用分）すべてを含んだ１ヵ月単位の利用料金は１ヵ月ごとの包

括費用（定額）です。 

別紙1）参照 

  ※短期利用居宅介護については、別紙2）参照 

 

 

☆ 月毎の包括料金です。利用者の体調不良や身体状況の変化等によりサービス利用票に定

めた期日よりも利用が少なかった場合や、サービス利用票に定めた日よりも利用が多かった

場合でも、日割りでの割引き及び増額は致しません。 

☆ 月の途中から登録した場合及び月の途中で登録を終了した場合には、その期間に応じて

日割りした利用料金をお支払いいただきます。   ※登録･･･契約締結日ではなくサービス

を開始した日 

 

☆ 利用者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支

払いいただきます。要介護認定後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償



還払い）。この場合、保険給付の申請を行うための「サービス提供証明証」を交付します。 

☆ 介護保険の給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変

更します。 

 

◎ その他の加算 

別紙1）参照 

  

※１ 初期加算は３０日を超える入院後に再利用した場合にも再度加算されます。 

※２ 認知症加算は対象者のみとなります。（要支援の方は対象外です） 

※３ 介護職員処遇改善加算は全利用者が対象となります。 

 

（２）介護保険の給付の対象とならないサービス 

以下のサービスについては、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

◎食事の提供（食事代） 

利用者に提供する食事に要する費用。 

別紙1）参照 

◎宿泊に要する費用 

利用者に提供する宿泊に要する費用。 

別紙1）参照 

◎リネン代 

                 別紙1）参照 

◎おむつ等 

別紙1）参照 

 

◎レクリエーション、クラブ活動 

利用者の希望によりレクリエーション、クラブ活動に参加することができます。 

料金：材料代等の実費を徴収する場合があります。 

 

 

◎複写物の交付 

利用者は、サービスの提供について記録を閲覧できますが、複写物を必要とする場合は実費

をご負担いただきます。      料金：１枚につき１０円 

◎通常の実施地域以外の利用者に対する送迎費及び交通費。 

料金：別紙料金表による。 



◎通常の実施地域以外の受診における交通費及び駐車場代。 

                 料金：別紙料金表による。 

 

 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない理由がある場合、相当額に変更することがあり

ます。変更をする場合には、事前にご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の利用料金は、１ヶ月ごとに計算し翌月１０日までに請求致します。 

次のいずれかの方法で翌月２０日までにお支払いください。 

①銀行振込み ②現金支払い 

【銀行振込みの場合】 

十八親和銀行   長崎営業部   普通口座   口座番号）６０４６８８６ 

名義）     株式会社ハートクリエイト   介護事業部 

        代表取締役 坂井亮子 

 

株式会社ゆうちょ銀行 【店名】七六八 【店番】７６８ 

普通口座  口座番号）１０１４５７４ 

名義）   株式会社ハートクリエイト  介護事業部 

      代表取締役 坂井亮子 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

☆ 利用予定日の前に、利用者の都合により、指定小規模多機能型居宅介護サービス・指定介

護予防小規模多機能型居宅介護サービスの利用を中止、変更、新たなサービスを追加するこ

とができます。この場合には、原則としてサービス実施日の前日までに申し出てください。 

☆ サービス利用の追加、変更の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する

日にサービスが提供できない場合、利用可能日を提示して協議します。 

☆ サービスを休まれる場合のキャンセル料は、いただきません。 

ただし、食事のキャンセルは原則前日までとし、当日や準備後のキャンセルは食費の料金が

発生しますのでご理解ください。 

 

 

（５）小規模多機能型居宅介護計画について 

指定小規模多機能型居宅介護サービス・指定介護予防小規模多機能型居宅介護サービスは、

利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置か



れている環境を踏まえて、通い、訪問、宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地

域での暮らしを支援するものです。 

事業者は、利用者と協議の上、小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を評

価します。その内容は書面にて説明の上、利用者に交付します。 

 

６．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情や相談の受付は、以下の専用窓口で受付けます。 

受付窓口（担当者） 管理者  山本 俊司 

受付時間 電話番号 
月曜日から日曜日 ８：３０から１７：３０ 

０９５－８４２－８００８ 

苦情解決責任者 代表者  坂井 亮子 

受付時間 電話番号 
月曜日から金曜日 9：00から17：00 

０９５－８２２－０１３７ 

また、苦情受付ボックスを事業所玄関に設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

長崎市役所 介護保険課 ０９５－８２９－１１６３ 

長崎市高齢者すこやか支援課 ０９５－８２９－１１４６ 

長崎市社会福祉協議会 ０９５－８２８－５０１６ 

長崎県国民健康保険団体連合会 ０９５－８２６－７２９１ 

 

 

７．運営推進会議の設置 

当事業所では、指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供

にあたり、サービスの提供状況について定期的に報告するとともに、その内容についての評

価、要望、助言を受けるため次のとおり運営推進会議を設置しています。 

【運営推進会議】 

構 成 

 

利用者、利用者の家族、地域住民の代表、市職員、地域包括支援センタ

ー職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 

開 催 隔月で開催 

会議録 運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成。 

 

 

８．事故発生時及び緊急時の対応方法 

（１）当事業所が利用者に対して行う指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供により、事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族・市町村等に



連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合には、

損害賠償を速やかに行います。事故については、事業所として事故の状況・経過を記録し、

原因の分析、再発防止のための取り組みを行います。 

（２）当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて以

下の医療機関等を協力医療機関、施設として連携体制を整備しています。 

 

【協力医療機関、施設】 

ながさきハートクリニック 
所在地  長崎市恵美須町４－１ 

TEL    ０９５－８１８－４１９９ 

松尾まこと歯科 
所在地  長崎市橋口町１５－１１－１F 

TEL    ０９５－８４９－２２２５ 

なでしこ荘（介護老人福祉施設） 
所在地  長崎市西山台２－３２－４７ 

TEL    ０９５－８１４－０２２１ 

三原の園（介護老人保健施設） 
所在地  長崎市三原１－８－３５ 

TEL    ０９５－８４５－７１１１ 

聖フランシスコ病院 
所在地  長崎市小峰町９－２０ 

TEL    ０９５－８４６－１８８８ 

 

９．非常災害時の対応 

非常災害、火災等に備えるために、別途定める消防計画にそって総合訓練を年２回、利用者

も参加して行います。 

消防用設備 スプリンクラー、自動火災報知設備 

火災通報装置、 消火器、誘導灯 

 

 

１０．サービス利用にあたっての留意事項 

○サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示して下さい。 

○事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反して破損等が生じ

た場合は、弁償していただく場合があります。 

○他の利用者の迷惑になる行為は、ご遠慮ください。 

○所持金は、自己の責任で管理して下さい。紛失等があっても当事業所は責任を負わない。 

○事業所内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

○防犯のためのカメラを建物外部に設置しています。それ以外の目的には使用しない。 

 

※この重要事項説明書は、厚生労働省第34号（平成18年3月14日）第88条により準用する第9条の

規定に基づき、利用申込者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。 



『小規模多機能型居宅介護』利用契約書 

◇ ◆ 目次 ◇ ◆ 

 

第一章 総則 

第１条 契約の目的 

第２条 契約期間 

第３条 居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護の決定、変更 

第４条 介護保険給付対象サービス 

 

第二章 サービスの利用と料金の支払い 

第５条 サービス利用料金の支払い 

第６条 利用の中止、変更、追加 

第７条 利用料金の変更 

 

第三章 事業者の義務 

第８条 事業者及びサービス従事者の義務 

第９条 守秘義務等 

 

第四章 損害賠償（事業者の義務違反） 

第１０条 損害賠償責任 

第１１条 損害賠償がなされない場合 

第１２条 事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能 

 

第五章 契約の終了 

第１３条 契約の終了事由、契約終了に伴う援助 

第１４条 契約者からの中途解約 

第１５条 契約者からの契約解約 

第１６条 事業所からの契約解約 

第１７条 清算 

 

第六章 その他 

第１８条 苦情処理 

第１９条 協議事項 



_______________________________________（以下「契約者」という）と『多機能ホーム ハ

ートぽっぽ 平和公園』（以下「事業者」という）は、契約者が事業者から提供される指定

小規模多機能型居宅介護サービス・指定介護予防小規模多機能型居宅介護サービスを受け、

それに対する利用料金を支払うことについて、次の通り契約（以下「本契約」という）を締

結します。 

 

第一章 総則 

第１条（契約の目的） 

（１） 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者が住みなれた地域での生活を継続し、

その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援すること

を目的として、第４条に定める指定小規模多機能型居宅介護サービス・指定介護予防小規模

多機能型居宅介護サービスを提供します。 

 

（２） 事業者が契約者に対して実施するサービス内容、事業所の概要、利用料金等の重要事

項は、「重要事項説明書」及び「利用料金表」に定めるとおりとします。 

 

第２条（契約期間） 

本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。

ただし、契約期間満了の７日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、本契

約は同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

第３条（居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の決定、変更） 

（１） 事業所の管理者（以下「管理者」という）は、事業所の介護支援専門員（以下「介護

支援専門員」という）に契約者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成

に関する業務を担当させることとします。 

 

（２） 介護支援専門員は、契約者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

援助の目標、当該援助の目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した小規模多

機能型居宅介護計画を作成します。 

 

（３） 事業者は、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画について、契約者及び

その家族に対して、同意を得た上で決定するものとします。 

 

（４） 事業者は、契約者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等の変化により、援

助目標や具体的なサービス内容を変更する必要がある場合、または契約者もしくはその家族

等の要請に応じて、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画について変更の必要



があるかどうかを調査し、その結果、必要があると認められた場合には、契約者及びその家

族と協議して居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画を変更するものとします。 

 

（５） 前項の変更に際して、医療系サービスなど居宅サービス計画の変更が必要となる場合

は、速やかに関係事業者に連絡するなど必要な援助を行います。 

 

（６） 事業者は、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画を変更した場合には、

契約者に対して書面を交付し、同意を得た上で決定するものとします。 

 

第４条（介護保険給付対象サービス） 

事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業者のサービス拠点において契約者に対し

て日常生活上の世話及び機能訓練を提供するサービス（以下「通いサービス」という）、契

約者の居宅に訪問して介護等を行うサービス（以下「訪問サービス」という）及び事業者の

サービス拠点に宿泊するサービス（以下「宿泊サービス」という）を柔軟に組み合わせ、小

規模多機能型居宅介護計画に添って提供します。 

 

第二章 サービスの利用と料金の支払い 

第５条（サービス利用料金の支払い） 

（１） 事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者

が介護サービス費として市町村から給付を受ける額（以下「介護保険給付費額」という）の

限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。 

 

（２） 契約者は、第４条に定めるサービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体

系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付費額を差し引いた差額分を事業者に支払う

ものとします。 

但し、契約者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金全額を一端支払うも

のとします。（要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還

払い）） 

 

（３） 本サービスの利用料は月額制とします。月途中から登録をした場合、または月途中か

ら登録を終了した場合は、契約者は登録した期間に応じて日割りした料金を事業者に支払い

ます。 

 

（４） 月途中で要介護度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基

づいて利用料を計算します。 

 



（５） 前項のほか、契約者は、以下の料金を事業者に支払うものとします。 

一． 食事の提供に要する費用 

二． 宿泊に要する費用 

三． おむつ代等 

四． 通常の事業実施地域以外の契約者に対する送迎費及び交通費 

五． 小規模多機能型居宅介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活において 

も通常必要となるものに係わる費用であって、契約者に負担させることが適当と認 

められる費用。 

 

（６） 前５項に定めるサービス利用料金は１ヶ月ごとに計算し、契約者は翌月２０日までに

支払うものとします。 

 

第６条（利用の中止、変更、追加） 

（１） 契約者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービス

の利用を追加することができます。この場合には、原則としてサービス実施日の前日まで事

業者に申し出るものとします。 

 

（２） 事業者は、前項に基づく契約者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業者

の稼働状況により、契約者の希望する日時にサービスが提供できない場合、他の利用可能日

を契約者に提示して協議するものとします。 

 

第７条（利用料金の変更） 

（１） 第５条第１項及び第２項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更

があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 

 

（２） 第５条第５項に定める利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得

ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して変更を行う場合は事前に説明した上で、当

該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 

 

（３） 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することが

できます。 

 

 

 

 

 



第三章 事業者の義務 

第８条（事業者及びサービス従事者の義務） 

（１） 事業者及び従業者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全、

確保に配慮するものとします。 

（２） 事業者は、契約者の健康管理を適切に行うため、主治医との密接な連携に務めるもの

とします。 

 

（３） 事業者は、現に小規模多機能型居宅介護サービスの提供を行っているとき、利用者に

容態の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに契約者の主治医に連絡をとるなど必

要な対応を講じます。 

 

（４） 事業者は、自ら提供する小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、定期的

に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るものとします。 

 

（５） 事業者は、事業の運営にあたって、地域住民またはその自発的な活動等との連携及び

協力を行うなどの地域との交流を図るものとします。 

 

（６） 事業者は、契約者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を作成し、そ

れを5年間保管し、契約者または代理人の請求に基づいてこれを閲覧させ、またはその複写物

を交付するものとします。 

 

第９条（守秘義務等） 

（１） 事業者及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関す

る事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も

継続します。 

 

（２） 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要がある場合には医療機関等に契約者に関する

心身等の情報を提供できるものとします。 

 

（３） 前２項に関わらず、契約者に係る他の介護サービス事業者等との連携を図るなど正当

な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約

者またはその家族等の個人情報を用いることができるものとします。 

 

（４） 防犯のためのカメラを建物内部および外部に設置していますが、収録された映像等は

必要以外での使用、持ち出しはおこないません。ただし、当局の要請があれば捜査等の協力

のために、映像等の提供をおこなうことができるものとします。 



第四章 損害賠償（事業者の義務違反） 

第１０条（損害賠償責任） 

（１） 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により

契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第９条に定める守秘義務に違反した

場合も同様とします。 

但し、契約者に故意または過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状態を斟酌

して相当と認められるときに限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。 

 

（２） 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 

 

第１１条（損害賠償がなされない場合）  

事業者は、自己の責任に帰すべき事由がない限り、損害賠償を負いません。とりわけ以下の

各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 

一． 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを 

告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。 

二． 契約者が、サービスの実施のために必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこ 

れを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。 

三． 契約者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっ 

ぱら起因して損害が発生した場合。 

四． 契約者が、事業者及び従業者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損 

害が発生した場合。 

 

第１２条（事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能） 

事業者は、本契約の有効期間中、地震、噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由

によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを

除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。 

 

第五章 契約の終了 

第１３条（契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

（１） 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い、

事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。 

一． 契約者が死亡した場合 

二． 要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

三． 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所

を閉鎖した場合 

四． 事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 



五． 第１４条から第１６条に基づき本契約が解約または解除された場合 

（２） 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の

状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。 

 

第１４条（契約者からの中途解約） 

（１） 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、

契約者は契約終了を希望する日の７日前までに事業者に通知するものとします。 

（２） 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を解約することができます。 

一． 第７条第３項により本契約を解約する場合 

二． 契約者が入院した場合 

 

第１５条（契約者からの契約解除） 

契約者は、事業者または従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解

除することができます。 

一． 事業者もしくは従業者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合 

二． 事業者もしくは従業者が、第９条に定める守秘義務に違反した場合 

三． 事業者もしくは従業者が、故意または過失により契約者またはその家族等の身体、財 

産、信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な 

事情が認められる場合 

 

第１６条（事業者からの契約解除） 

事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 

一． 契約者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ 

を告げず、または不実の告知等を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を

生じさせた場合 

二． 契約者による第５条第１項から第５項に定めるサービス利用料金の支払いが２ヶ月以

上遅延し、相当期間を定めた催促にもかかわらずこれが支払われない場合 

三． 契約者が、故意または重大な過失により事業者または従業者の生命、財産、信用等を

傷つけ、または著しい不信行為を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事

情を生じさせた場合 

 

第１７条（清算） 

第１３条第１項第２号から第５号により本契約が終了した場合において、契約者が、既に実

施されたサービスに対する利用料金支払い義務その他事業者に対する義務を負担している場

合は、契約終了日の翌月２０日までに清算するものとします。 

 



第六章 その他 

第１８条（苦情処理） 

事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受付ける窓

口を設置して適正に対応するものとします。 

 

第１９条（協議事項） 

本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他

諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



『小規模多機能型居宅介護』利用契約事項 

 

以上、指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供開始にあ

たり、契約者に対して本書面に基づいて重要事項及び契約内容を説明いたしました。 

また、本契約を証するため本書を２通作成し、契約者及び事業者が記名、押印の上１通ずつ

保有するものとします。 

 

契約締結日      令和   年   月   日 

 

事 業 者       〔事業所名〕  多機能ホーム ハートぽっぽ 平和公園 

長崎市指定 第４２９０１００８２７号 

〔住  所〕  長崎市岡町7番１６号 

℡．095-842-8008 

〔事業者名〕  株式会社ハートクリエイト 

代表取締役     坂井 亮子       ㊞ 

〔住  所〕  長崎市恵美須町４－２平野ビル２F 

℡．095-822-0137 

 

〔説 明 者〕                                ㊞ 

 

 

契 約 者       〔住  所〕                                            

 

〔氏   名〕                       ㊞ 

 

代 筆 者       〔氏   名〕               （続柄）         

 

 

身元引受人      〔住   所〕                                            

（連帯保証人） 

〔氏   名〕                      ㊞ 

 

身元引受人      〔住   所〕                                            

（連帯保証人） 

〔氏   名〕                      ㊞ 



個人情報の使用に係る同意書 

以下に定める条件の通り私〔                    〕及び代理人〔                      〕は、

株式会社ハートクリエイトが私及び身元引受人、家族の個人情報を下記の利用目的の必要最低限

の範囲内で使用、提供または収集することに同意します。 

 

１．利用期間 

介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

２．利用目的 

（１）介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

（２）利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるために実

施するサービス担当者会議での情報提供のため 

（３）医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体、その他社会福祉

団体等との連絡調整のため 

（４）利用者が医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要のある

場合 

（５）利用者の利用する事業所内のカンファレンスのため 

（６）行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

（７）広報誌、その他サービス提供で必要な場合 

（８）上記各号に関わらず、緊急時の連絡等の場合 

３．使用条件 

（１）個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外、決して利用しない。

また利用者とのサービス利用に関わる契約締結前から締結後においても、第三者に漏洩しない。 

（２）個人情報を使用した会議の内容や相手方等について経過を記録し、請求により開示する。 

令和   年   月   日 

利 用 者        〔住   所〕                             

 

〔氏   名〕                             ㊞ 

 

代 理 人        〔住   所〕                             

 

〔氏     名〕                                                  ㊞ 

 

家 族 代 表          〔住   所〕                            

 

〔氏     名〕                          ㊞ 


